
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しい内容は、太宰府市商工会までお問合せください。 

 

 

 

 

  

事業期間 

補助額 

対象者 

（要件） 

公募開始 

■お問合せ先： 太宰府市商工会   

■住所：太宰府市観世音寺 1-2-1   ■℡：092-922-4345 



補助対象者 

次の要件をすべて満たす者（個人・及び法人）（但し、中小業企業者に限る）とする。 
 
⑴ 創業日より 2 年以内、又は当該年度の 1 月末までに太宰府市内で事業を開始する個人およ

び法人（中小企業者に限る） 

⑵ 事業終了日までに、太宰府市内で営業を行う事業所がある者（法人の本店所在地が太宰府

市にあっても営業所在地ない場合は対象としない） 
 
⑶ 太宰府市が発行する「特定創業支援事業を受けたことの証明書」を取得した者 

当会が主催する「創業塾等を受講した者」が、太宰府市に「証明書」の申請し取得でます。 

⑷ 本補助金ルールに則り事業を実施し、補助事業を事業終了日までに完了することができる

者 

⑸ 太宰府市商工会の線を受けている会員、又は実績報告までに会員であること 
 
⑹ 市税に滞納がない者 
 
⑺ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っていないこと 

また、暴力団員又は暴力団関係者に関与していないこと 
 
⑻ 過去に本補助金を活用した事がない者 

申請から交付までの流れ 

申請者は、補助金申請書を作成し商工会へ申請 

商工会は、書類チェック後、審査会にて審査 

審査後、採択者には、交付決定通知書が送付されます 

申請内容で事業実施→1 月 31 日までに事業完了。 

採択者は、事業報告書を提出。（審査会で内容審査） 

 
補助金額が確定。商工会より補助金額を振込 

（３月上旬頃を予定） 

申請に必要な書類 

① 補助金交付申請書 

② 特定創業支援事業を受けたことの証明書 

③ 市税に滞納が無いことの証明書 

④ 太宰府市で開業する事が証明できるもの（事業期間終了までの提出可）   

(法人…履歴事項全部証明書 個人…税務署への写し) 

 

 

① 申 請   

③決 定   

⑤報 告 

④事業実施   

②審 査  

⑥補助金交付 


